
※令和5年4月1日より、「特定公園及び有料公園施設」のうち、「花園中央公園及び有料公園施設

　（多目的球技広場・野球場）」について、東大阪花園活性化マネジメント共同体が指定管理者となった。
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指定管理者に関する第三者評価シート

１　施設の概要 （評価実施年度： 令和 6 年度）

指定管理者名 東大阪花園活性化マネジメント共同体

施設の
設置目的

市民にスポーツ・レクリエーションや憩
いの場を供することで、公共の福祉の
増進に資するため

２　管理運営状況等

株式会社 E.S CONSULTING GROUP

公募選定方法施設の名称
花園中央公園及び有料公園施設
（多目的球技広場・野球場）

指定期間 5 年度～ 21
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指定管理者に対する
主な意見

評価の観点

経費の低減等
の効果があった
か？

今後期待される点や
その他特記事項

検討した範囲では適切に取り組
みが行われているものと認めら
れる。

財務状況
財務健全性が
確保され、適正
な会計処理が
実施されている
か？

仕様書等の基準を超えて優良な場合は「Ｓ」
仕様書等の基準通り実施された場合は「Ａ」

仕様書等の基準を下回り、一部に不備が見られる場合は「Ｂ」
管理運営上不適切な部分があり、改善が必要な場合は「Ｃ」

３　第三者評価の総括

労務管理状況
職員の労働環
境整備に向け
た適切な取組
みが実施されて
いるか？

効
率
性

継
続
性

B

事業者の財務状況をみると収益性に改善の余
地はあるが、概ね健全である。

現金出納帳の現金残高がマイナス数値になら
ないような会計処理方法を周知・実行していた
だきたい。

Ａ

Ａ

施設担当課に対する
主な意見

近年の物価高騰や賃上げ情勢による人件費や
外注費等の増加の影響を受けているが、除草
作業などは自社で行い、外部委託費の削減に
努めている点が評価できる。

苦情への対応や、アンケートの
回答に対してのフィードバックな
どが適切に実施されているか、
適宜指導とモニタリングを行っ
ていただきたい。

有
効
性

適
正
性

B

園内の除草状況及び有料公園施設の芝生管
理の一部について、前年度より著しく管理水準
が低下したと報告がある。特に令和５年度にお
いては除草に関する苦情が増加し、快適に施
設を利用出来る環境が維持されていたとは言い
難いが、今年度は改善が見られる。

防災マニュアルには連絡先などの記載のみで、
どこに逃げればよいかなどより具体的な行動指
針が必要である。また、避難経路の掲示もない
ため、改善対応をいただきたい。

公の施設に相
応しい適正な管
理運営が行わ
れたか？

施設の平日利用を増やす工夫をするなど、より良いサービスの向上に引き続き
務めていただきたい。民間ならではのイノベーティブな企画立案に期待する。

Ａ

前業者から継続して陸上教室、ノルディック
ウォーキングを実施、当法人からはエシカル
フェスタやフリーマーケットを実施するなど自主
事業を積極的に行っており、指定管理業者の
創意工夫が窺える点が評価できる。
除草に対する苦情や、アンケートの回答に対し
てのフィードバック等、積極的に対応することを
期待する。

Ａ

労働者に対して積極的にコミュニケーションを
とっているのが窺える。
労働時間の出勤時間や退勤時間、時間外など
PC記入内容と手書きの記入内容に差異が生じ
ない様、記入手法の統一を図っていただきた
い。差異がある場合にはその理由を記載いただ
きたい。

除草作業の状況など引き続き
指定管理者の事業内容につい
て注視していただきたい。

災害等のマニュアルについて
改善を行っているか、苦情内容
や件数について把握し、適切に
指導とモニタリングを行っていた
だきたい。

第三者評価（評価できる点や要改善事項）

個別評価
S A B C

左記について、適切に履行され
たか確認いただきたい。

施設の設置目
的が十分に達
成出来たか？

最終評価
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